
土木工事施工管理基準 土木工事施工管理基準

１． 目　　的 １． 目　　的

２． 適　　用 ２． 適　　用

３． 構　　成 ３． 構　　成

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　工程管理
　　　　　施工管理　　　　　　　　　　　　出来形管理
　　　（工事写真を含む）　　　　　　　　　品質管理

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　工程管理
　　　　　施工管理　　　　　　　　　　　　出来形管理
　　　（工事写真を含む）　　　　　　　　　品質管理

４． 管理の実施 ４． 管理の実施

（１） 受注者は、工事施工前に、施工管理計画及び施工管理担当者を定めなければな （１） 受注者は、工事施工前に、施工管理計画及び施工管理担当者を定めなければな

らない。 らない。

（２） 施工管理担当者は、当該工事の施工内容を把握し、適切な施工管理を行わなけ （２） 施工管理担当者は、当該工事の施工内容を把握し、適切な施工管理を行わなけ

ればならない。 ればならない。

（３） 受注者は、測定(試験)等を工事の施工と並行して、管理の目的が達せられる （３） 受注者は、測定(試験)等を工事の施工と並行して、管理の目的が達せられる

よう速やかに実施しなければならない。 よう速やかに実施しなければならない。

（４） 受注者は、測定(試験)等の結果をその都度管理図表等に記録し、適切な管理 （４） 受注者は、測定(試験)等の結果をその都度管理図表等に記録し、適切な管理

のもとに保管し、監督職員の請求に対し速やかに提示するとともに、工事完成 のもとに保管し、監督職員の請求に対し速やかに提示するとともに、工事完成

時に提出しなければならない。 時に提出しなければならない。

改定理由

　この土木工事施工管理基準(以下、「管理基準」とする。)は、土木工事共通仕 　この土木工事施工管理基準(以下、「管理基準」とする。)は、土木工事共通仕

様書(案) 〔H27.4〕 、第１編1-1-23施工管理」に規定する土木工事の施工管理 様書(案) 〔H27.4〕 、第１編1-1-23施工管理」に規定する土木工事の施工管理

現行（平成２８年３月） 改訂案

及び規格値の基準を定めたものである。 及び規格値の基準を定めたものである。

　この管理基準は、土木工事の施工について、契約図書に定められた工期、工事 　この管理基準は、土木工事の施工について、契約図書に定められた工期、工事

目的物の出来形及び品質規格の確保を図ることを目的とする。 目的物の出来形及び品質規格の確保を図ることを目的とする。

　この管理基準は、国土交通省地方整備局が発注する土木工事について適用する。 　この管理基準は、国土交通省地方整備局が発注する土木工事について適用する。

ただし、設計図書に明示されていない仮設構造物等は除くものとする。また、工 ただし、設計図書に明示されていない仮設構造物等は除くものとする。また、工

事の種類、規模、施工条件等により、この管理基準によりがたい場合、または、 事の種類、規模、施工条件等により、この管理基準によりがたい場合、または、

基準、規格値が定められていない工種については、監督職員と協議の上、施工管 基準、規格値が定められていない工種については、監督職員と協議の上、施工管

理を行うものとする。 理を行うものとする。



改定理由現行（平成２８年３月） 改訂案

５． 管理項目及び方法 ５． 管理項目及び方法

（１）  工程管理 （１）  工程管理

  受注者は、工事内容に応じて適切な工程管理(ネットワーク、バーチャート方式   受注者は、工事内容に応じて適切な工程管理(ネットワーク、バーチャート方式

など)を行うものとする。ただし、応急処理又は維持工事等の当初工事計画が困難な など)を行うものとする。ただし、応急処理又は維持工事等の当初工事計画が困難な

工事内容については、省略できるものとする。 工事内容については、省略できるものとする。

（２）  出来形管理 （２）  出来形管理

　受注者は、出来形を出来形管理基準に定める測定項目及び測定基準により実測 　受注者は、出来形を出来形管理基準に定める測定項目及び測定基準により実測

し、設計値と実測値を対比して記録した出来形管理図表を作成し管理するものと し、設計値と実測値を対比して記録した出来形管理図表を作成し管理するものと

する。 する。

　なお、測定基準において測定箇所数「○○につき１ヶ所」となっている項目に 　なお、測定基準において測定箇所数「○○につき１ヶ所」となっている項目に

ついては、小数点以下を切り上げた箇所数測定するものとする。 ついては、小数点以下を切り上げた箇所数測定するものとする。

（３）  品質管理 （３）  品質管理

　受注者は、品質を品質管理基準に定める試験項目、試験方法及び試験基準によ 　受注者は、品質を品質管理基準に定める試験項目、試験方法及び試験基準によ

り管理するものとする。 り管理するものとする。

  この品質管理基準の適用は、試験区分で「必須」となっている試験項目は、全   この品質管理基準の適用は、試験区分で「必須」となっている試験項目は、全

面的に実施するものとする。 面的に実施するものとする。

　また､試験区分で｢その他｣となっている試験項目は､特記仕様書で指定するもの 　また､試験区分で｢その他｣となっている試験項目は､特記仕様書で指定するもの

を実施するものとする｡ を実施するものとする｡

６． 規格値 ６． 規格値

　受注者は、出来形管理基準及び品質管理基準により測定した各実測（試験・ 　受注者は、出来形管理基準及び品質管理基準により測定した各実測（試験・

検査・計測）値は、すべて規格値を満足しなければならない。 検査・計測）値は、すべて規格値を満足しなければならない。



改定理由現行（平成２８年３月） 改訂案

７． その他 ７． その他

（１） 工事写真 （１） 工事写真

　受注者は、工事写真を施工管理の手段として、各工事の施工段階及び工事完成 　受注者は、工事写真を施工管理の手段として、各工事の施工段階及び工事完成

後明視できない箇所の施工状況、出来形寸法、品質管理状況、工事中の災害写真 後明視できない箇所の施工状況、出来形寸法、品質管理状況、工事中の災害写真

等を写真管理基準(案)により撮影し、適切な管理のもとに保管し、監督職員の 等を写真管理基準(案)により撮影し、適切な管理のもとに保管し、監督職員の

請求に対し速やかに提示するとともに、工事完成時に提出しなければならない。 請求に対し速やかに提示するとともに、工事完成時に提出しなければならない。

情報化施工 情報化施工

　10,000m
3
以上の土工の出来形管理については、「情報化施工技術の使用原則化 　10,000m

3
以上の土工の出来形管理については、「情報化施工技術の使用原則化

について」（平成25年3月15日付け国官技第291号、国総公第133号）及び「ＴＳを について」（平成25年3月15日付け国官技第291号、国総公第133号）及び「ＴＳを

用いた出来形管理要領（土工編）」（平成24年3月29日付け国官技第347号、国総 用いた出来形管理要領（土工編）」または「ＲＴＫ-ＧＮＳＳを用いた出来形管理

公第85号）の規定によるものとする。 要領（土工編）」の規定によるものとする。

３次元データによる出来形管理 ３次元データによる出来形管理

　土工において、3次元データを用いた出来形管理を行う場合は、管理基準のほか、 　土工において、3次元データを用いた出来形管理を行う場合は、管理基準のほか、

「レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（土工編）」または「空中写真測量 「レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（土工編）」、「空中写真測量

（無人航空機）を用いた出来形管理要領（土工編）」の規定によるものとする。 （無人航空機）を用いた出来形管理要領（土工編）」、「無人航空機搭載型レー

ザースキャナーを用いた出来形管理要領（土工編）」、「ＴＳを用いた出来形

管理要領（土工編）」、「ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理要領

（土工編）」または「ＲＴＫ-ＧＮＳＳを用いた出来形管理要領（土工編）」の

規定によるものとする。

　また、舗装工において、3次元データを用いた出来形管理を行う場合は、管理基準

のほか、「レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（舗装工事編）」、「ＴＳ

を用いた出来形管理要領（舗装工事編）」の規定によるものとする。

　なお、ここでいう3次元データとは、工事目的物あるいは現地地形の形状を3次元 　なお、ここでいう3次元データとは、工事目的物あるいは現地地形の形状を3次元

空間上に再現するために必要なデータである。 空間上に再現するために必要なデータである。

準拠する要領の
制定等に対応

（３） （３）

（２） （２）



単位：mm 単位：mm

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要 編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要
改定理由

±50

標高較差 ±50 ±150

法面
（小段
含む）

水平または
標高較差

±70

平場

基　準　高　▽

改定案

測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準

現行（平成２８年３月）

測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準

基　準　高　▽
掘削工

2 掘削工
（面管理の場合）

平均値 個々の
計測値

１．３次元データによる出来形管理に
おいて「レーザースキャナーを用いた
出来形管理要領（土工編）」、「空中
写真測量（無人航空機）を用いた出来
形管理要領（土工編）」、「無人航空
機搭載型レーザースキャナーを用いた
出来形管理要領（土工編）」、「ＴＳ
を 用 い た 出 来 形 管 理 要 領 （ 土 工
編）」、「ＴＳ（ノンプリズム方式）
を用いた出来形管理要領（土工編）」
または「ＲＴＫ-ＧＮＳＳを用いた出
来形管理要領（土工編）」に基づき出
来形管理を面管理で実施する場合、そ
の他本基準に規定する計測精度・計測
密度を満たす計測方法により出来形管
理を実施する場合に適用する。

２．個々の計測値の規格値には計測精
度として±50mmが含まれている。

３．計測は平場面と法面（小段を含
む）の全面とし、全ての点で設計面と
の標高較差または水平較差を算出す
る。計測密度は１点／m2（平面投影面
積当たり）以上とする。

４．法肩、法尻から水平方向に±５cm
以内に存在する計測点は、標高較差の
評価から除く。同様に、標高方向に±
５cm以内にある計測点は水平較差の評
価から除く。

５．評価する範囲は、連続する一つの
面とすることを基本とする。規格値が
変わる場合は、評価区間を分割する
か、あるいは規格値の条件の最も厳し
い値を採用する。

施工延長40ｍ（測点間隔25ｍの場合は
50ｍ）につき１ヶ所、延長40ｍ（又は
50ｍ）以下のものは１施工箇所につき
２ヶ所。
基準高は掘削部の両端で測定。
ただし、「ＴＳを用いた出来形管理要
領（土工編）」または「ＲＴＫ-ＧＮ
ＳＳを用いた出来形管理要領（土工
編）」の規定により測点による管理を
行う場合は、設計図書の測点毎。基準
高は掘削部の両端で測定。

ℓ＜5ｍ

1-2-3-2 準拠する要領の制定等に対応
±50

１
共
通
編

２
土
工

３
河
川
・
海
岸
・
砂
防
土
工

２ 1 掘削工 施工延長40ｍ（測点間隔25ｍの場合は
50ｍ）につき１ヶ所、延長40ｍ（又は
50ｍ）以下のものは１施工箇所につき
２ヶ所。
基準高は掘削部の両端で測定。
ただし、「ＴＳを用いた出来形管理要
領（土工編）」（平成24年3月29日付
け国官技第347号、国総公第85号）の
規定による場合は、設計図書の測点
毎。基準高は掘削部の両端で測定。

1-2-3-2 １
共
通
編

２
土
工

３
河
川
・
海
岸
・
砂
防
土
工

２ 1

－200 －200

法長－4％ 法長－4％

法長ℓ 法長ℓ

ℓ＜5ｍ

ℓ≧5ｍ ℓ≧5ｍ

準拠する要領の制定等に対応２ 掘削工
（面管理の場合）

平均値 個々の
計測値

１．３次元データによる出来形管理に
おいて「レーザースキャナーを用いた
出来形管理要領（土工編）」，または
「空中写真測量（無人航空機）を用い
た出来形管理要領（土工編）」に基づ
き出来形管理を実施する場合、その他
本基準に規定する計測精度・計測密度
を満たす計測方法により出来形管理を
実施する場合に適用する。

２．個々の計測値の規格値には計測精
度として±50mmが含まれている。

３．計測は平場面と法面（小段を含
む）の全面とし、全ての点で設計面と
の標高較差または水平較差を算出す
る。計測密度は１点／m2（平面投影面
積当たり）以上とする。

４．法肩、法尻から水平方向に±５cm
以内に存在する計測点は、標高較差の
評価から除く。同様に、標高方向に±
５cm以内にある計測点は水平較差の評
価から除く。

５．評価する範囲は、連続する一つの
面とすることを基本とする。規格値が
変わる場合は、評価区間を分割する
か、あるいは規格値の条件の最も厳し
い値を採用する。

1-2-3-2

平場 標高較差 ±50

1-2-3-2

±160

±150

法面
（小段
含む）

水平または
標高較差

±70 ±160

ℓ
ℓ

小段

平場

計測密度
平面積 1点／m2

天端部の計測点

法面部の計測点

小段

平場

計測密度
平面積 1点／m2

天端部の計測点

法面部の計測点

X1AOX1AOX1AOX1AOX1AOX1AOX1AOX1AOX1AOX1AOX1AOX1AOX1AOX1AOX1AOX1AO



単位：mm 単位：mm

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要 編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要
改定理由

改定案

測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準

現行（平成２８年３月）

測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準

法長ℓ

ℓ＜5ｍ

ℓ≧5ｍ 法長－2％

※ただし、
ここでの勾
配は、鉛直
方向の長さ
１ に 対 す
る、水平方
向の長さＸ
をＸ割と表
したもの

-170 法面
4割＜勾配

標高較差 -50 -170

基　準　高　▽ －50基　準　高　▽ －50

－100

-60 -170

-50 -150 天端 標高較差 -50 -150

法面
4割＜勾配

標高較差 -50

1-2-3-3

標高較差 -60 -170

※ただし、
ここでの勾
配は、鉛直
方向の長さ
１ に 対 す
る、水平方
向の長さＸ
をＸ割と表
したもの

天端 標高較差

－100

１
共
通
編

２
土
工

３
河
川
・
海
岸
・
砂
防
土
工

３ 1 盛土工 施工延長40ｍ（測点間隔25ｍの場合は
50ｍ）につき１ヶ所、延長40ｍ（又は
50ｍ）以下のものは１施工箇所につき
２ヶ所。
基準高は各法肩で測定。
ただし、「ＴＳを用いた出来形管理要
領（土工編）」（平成24年3月29日付
け国官技第347号、国総公第85号）の
規定による場合は、設計図書の測点
毎。基準高は各法肩で測定。

1-2-3-3

２ 掘削工
（面管理の場合）

平均値 個々の
計測値

１．３次元データによる出来形管理に
おいて「レーザースキャナーを用いた
出来形管理要領（土工編）」，または
「空中写真測量（無人航空機）を用い
た出来形管理要領（土工編）」に基づ
き出来形管理を実施する場合、その他
本基準に規定する計測精度・計測密度
を満たす計測方法により出来形管理を
実施する場合に適用する。

２．個々の計測値の規格値には計測精
度として±50mmが含まれている。

３．計測は天端面と法面（小段を含
む）の全面とし、全ての点で設計面と
の標高較差を算出する。計測密度は１
点／m2（平面投影面積当たり）以上と
する。
　
４．法肩、法尻から水平方向に±５cm
以内に存在する計測点は、標高較差の
評価から除く。

５．評価する範囲は、連続する一つの
面とすることを基本とする。規格値が
変わる場合は、評価区間を分割する
か、あるいは規格値の条件の最も厳し
い値を採用する。

準拠する要領の制定等に対応１
共
通
編

２
土
工

３
河
川
・
海
岸
・
砂
防
土
工

３ 1 盛土工 施工延長40ｍ（測点間隔25ｍの場合は
50ｍ）につき１ヶ所、延長40ｍ（又は
50ｍ）以下のものは１施工箇所につき
２ヶ所。
基準高は各法肩で測定。
ただし、「ＴＳを用いた出来形管理要
領（土工編）」または「ＲＴＫ-ＧＮ
ＳＳを用いた出来形管理要領（土工
編）」の規定により測点による管理を
行う場合は、設計図書の測点毎。基準
高は各法肩で測定。

1-2-3-3

２ 盛土工
（面管理の場合）

平均値 個々の
計測値

１．３次元データによる出来形管理に
おいて「レーザースキャナーを用いた
出来形管理要領（土工編）」、「空中
写真測量（無人航空機）を用いた出来
形管理要領（土工編）」、「無人航空
機搭載型レーザースキャナーを用いた
出来形管理要領（土工編）」、「ＴＳ
を 用 い た 出 来 形 管 理 要 領 （ 土 工
編）」、「ＴＳ（ノンプリズム方式）
を用いた出来形管理要領（土工編）」
または「ＲＴＫ-ＧＮＳＳを用いた出
来形管理要領（土工編）」に基づき出
来形管理を面管理で実施する場合、そ
の他本基準に規定する計測精度・計測
密度を満たす計測方法により出来形管
理を実施する場合に適用する。

２．個々の計測値の規格値には計測精
度として±50mmが含まれている。

３．計測は天端面と法面（小段を含
む）の全面とし、全ての点で設計面と
の標高較差を算出する。計測密度は１
点／m2（平面投影面積当たり）以上と
する。
　
４．法肩、法尻から水平方向に±５cm
以内に存在する計測点は、標高較差の
評価から除く。

５．評価する範囲は、連続する一つの
面とすることを基本とする。規格値が
変わる場合は、評価区間を分割する
か、あるいは規格値の条件の最も厳し
い値を採用する。

法長ℓ

ℓ＜5ｍ

ℓ≧5ｍ 法長－2％

幅　ｗ1，ｗ2 －100 幅　ｗ1，ｗ2 －100

法面
4割≧勾配
（小段
含む）

標高較差

誤字の修正
準拠する要領の制定等に対応

1-2-3-3

法面
4割≧勾配
（小段
含む）

ℓ
ℓ

ℓ

ℓ
ℓ

ℓ

天端

小段

計測密度
平面積 1点／m2

天端部の計測点

法面部の計測点

天端

小段

計測密度
平面積 1点／m2

天端部の計測点

法面部の計測点

2ｗ

ｗ1

2ｗ

ｗ1



単位：mm 単位：mm

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要 編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要
改定理由

改定案

測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準

現行（平成２８年３月）

測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準

１
共
通
編

２
土
工

４
道
路
土
工

２ 1 掘削工
基　準　高　▽ ±50

施工延長40ｍにつき１ヶ所、延長40ｍ
以下のものは１施工箇所につき２ヶ
所。
基準高は、道路中心線及び端部で測
定。
ただし、「ＴＳを用いた出来形管理要
領（土工編）」（平成24年3月29日付
け国官技第347号、国総公第85号）の
規定による場合は、設計図書の測点
毎。基準高は、道路中心線及び端部で
測定。

２ 掘削工
（面管理の場合）

平均値 個々の
計測値

１．３次元データによる出来形管理に
おいて「レーザースキャナーを用いた
出来形管理要領（土工編）」、または
「空中写真測量（無人航空機）を用い
た出来形管理要領（土工編）」に基づ
き出来形管理を実施する場合、その他
本基準に規定する計測精度・計測密度
を満たす計測方法により出来形管理を
実施する場合に適用する。

２．個々の計測値の規格値には計測精
度として±50mmが含まれている。

３．計測は平場面と法面（小段を含
む）の全面とし、全ての点で設計面と
の標高較差または水平較差を算出す
る。計測密度は１点／m2（平面投影面
積当たり）以上とする。

４．法肩、法尻から水平方向に±５cm
以内に存在する計測点は、標高較差の
評価から除く。同様に、標高方向に±
５cm以内にある計測点は水平較差の評
価から除く。

５．評価する範囲は、連続する一つの
面とすることを基本とする。規格値が
変わる場合は、評価区間を分割する
か、あるいは規格値の条件の最も厳し
い値を採用する。

２

施工延長40ｍにつき１ヶ所、延長40ｍ
以下のものは１施工箇所につき２ヶ
所。
基準高は、道路中心線及び端部で測
定。
ただし、「ＴＳを用いた出来形管理要
領（土工編）」または「ＲＴＫ-ＧＮ
ＳＳを用いた出来形管理要領（土工
編）」の規定により測点による管理を
行う場合は、設計図書の測点毎。基準
高は、道路中心線及び端部で測定。

1-2-4-2 準拠する要領の制定等に対応

幅　　　　　ｗ －100

平場 標高較差 ±50 ±150

法面
（小段
含む）

水平または
標高較差

±70 ±160

１．３次元データによる出来形管理に
おいて「レーザースキャナーを用いた
出来形管理要領（土工編）」、「空中
写真測量（無人航空機）を用いた出来
形管理要領（土工編）」、「無人航空
機搭載型レーザースキャナーを用いた
出来形管理要領（土工編）」、「ＴＳ
を 用 い た 出 来 形 管 理 要 領 （ 土 工
編）」、「ＴＳ（ノンプリズム方式）
を用いた出来形管理要領（土工編）」
または「ＲＴＫ-ＧＮＳＳを用いた出
来形管理要領（土工編）」に基づき出
来形管理を面管理で実施する場合、そ
の他本基準に規定する計測精度・計測
密度を満たす計測方法により出来形管
理を実施する場合に適用する。

２．個々の計測値の規格値には計測精
度として±50mmが含まれている。

３．計測は平場面と法面（小段を含
む）の全面とし、全ての点で設計面と
の標高較差または水平較差を算出す
る。計測密度は１点／m2（平面投影面
積当たり）以上とする。

４．法肩、法尻から水平方向に±５cm
以内に存在する計測点は、標高較差の
評価から除く。同様に、標高方向に±
５cm以内にある計測点は水平較差の評
価から除く。

５．評価する範囲は、連続する一つの
面とすることを基本とする。規格値が
変わる場合は、評価区間を分割する
か、あるいは規格値の条件の最も厳し
い値を採用する。

法長ℓ

ℓ＜5ｍ

1-2-4-2 １
共
通
編

２
土
工

４
道
路
土
工

２ 1 掘削工
基　準　高　▽ ±50

掘削工
（面管理の場合）

平均値 個々の
計測値

1-2-4-2 1-2-4-2

幅　　　　　ｗ －100

準拠する要領の制定等に対応

平場 標高較差 ±50 ±150

法面
（小段
含む）

水平または
標高較差

±70 ±160

－200

法長ℓ

ℓ＜5ｍ －200

ℓ≧5ｍ 法長－4％ ℓ≧5ｍ 法長－4％ℓ ℓ ℓ ℓ

小段

平場

計測密度
平面積 1点／m2

天端部の計測点

法面部の計測点

小段

平場

計測密度
平面積 1点／m2

天端部の計測点

法面部の計測点

ｗ ｗ



単位：mm 単位：mm

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要 編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要
改定理由

改定案

測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準

現行（平成２８年３月）

測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準

基　礎　径　Ｄ

施工現場における実態を反映ｄ＝ 3-2-4-6

3-2-3-24 施工実績が多い「埋設型ジョ
イント」に対応

３
土
木
工
事
共
通
編

根　　入　　長

全数について杭中心で測定。深礎工 3-2-4-6

150以内

傾　　　　　斜 1／50以内

２
一
般
施
工

４
基
礎
工

基　準　高　▽ ±50
全数について杭中心で測定。 ｄ＝

※ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄの場合はその内径、補強ﾘ
ﾝｸﾞを必要とする場合は補強ﾘﾝｸﾞの内
径とし、ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞの場合はﾓﾙﾀﾙ等の
土留め構造の内径にて測定。

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

４
基
礎
工

６

設計値以上

±50

150以内

1／50以内

設計径（公称径）
以上※

６

偏　心　量　ｄ

基　準　高　▽
深礎工

傾　　　　　斜

根　　入　　長 設計値以上

偏　心　量　ｄ

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

３
共
通
的
工
種

24 ３ 伸縮装置工

（埋設型ジョイント）

表 面 の 凹 凸 3
車道端部及び中央部付近の3点を測
定。

表面の凹凸は長手方向（橋軸直角方
向）に3mの直線定規で測って凹凸が
3mm以下

仕 上 げ 高 さ
舗装面に対し

0～+3

１
共
通
編

２
土
工

４
道
路
土
工

３
４

路体盛土工
路床盛土工

基　準　高　▽ ±50 施工延長40ｍにつき１ヶ所、延長40ｍ
以下のものは１施工箇所につき２ヶ
所。
基準高は、道路中心線及び端部で測
定。
ただし、「ＴＳを用いた出来形管理要
領（土工編）」（平成24年3月29日付
け国官技第347号、国総公第85号）の
規定による場合は、設計図書の測点
毎。基準高は、道路中心線及び端部で
測定。

２ 路体盛土工
路床盛土工
（面管理の場合）

平均値 個々の
計測値

１．３次元データによる出来形管理に
おいて「レーザースキャナーを用いた
出来形管理要領（土工編）」，または
「空中写真測量（無人航空機）を用い
た出来形管理要領（土工編）」に基づ
き出来形管理を実施する場合、その他
本基準に規定する計測精度・計測密度
を満たす計測方法により出来形管理を
実施する場合に適用する。

２．個々の計測値の規格値には計測精
度として±50mmが含まれている。

３．計測は天端面と法面（小段を含
む）の全面とし、全ての点で設計面と
の標高較差を算出する。計測密度は１
点／m2（平面投影面積当たり）以上と
する。

４．法肩、法尻から水平方向に±５cm
以内に存在する計測点は、標高較差の
評価から除く。

５．評価する範囲は、連続する一つの
面とすることを基本とする。規格値が
変わる場合は、評価区間を分割する
か、あるいは規格値の条件の最も厳し
い値を採用する。

±50 施工延長40ｍにつき１ヶ所、延長40ｍ
以下のものは１施工箇所につき２ヶ
所。
基準高は、道路中心線及び端部で測
定。
ただし、「ＴＳを用いた出来形管理要
領（土工編）」または「ＲＴＫ-ＧＮ
ＳＳを用いた出来形管理要領（土工
編）」の規定により測点による管理を
行う場合は、設計図書の測点毎。基準
高は、道路中心線及び端部で測定。

1-2-4-3
1-2-4-4

準拠する要領の制定等に対応1-2-4-3
1-2-4-4

１
共
通
編

２
土
工

４
道
路
土
工

３
４

路体盛土工
路床盛土工

基　準　高　▽

1-2-4-3
1-2-4-4

２ 路体盛土工
路床盛土工
（面管理の場合）

1-2-4-3
1-2-4-4

準拠する要領の制定等に対応

幅　　　ｗ1,ｗ2 －100 幅　　　ｗ1,ｗ2 －100

平均値 個々の
計測値

法長ℓ
ℓ＜5ｍ －100

法長ℓ
ℓ＜5ｍ －100

ℓ≧5ｍ 法長－2％ ℓ≧5ｍ 法長－2％

１．３次元データによる出来形管理に
おいて「レーザースキャナーを用いた
出来形管理要領（土工編）」、「空中
写真測量（無人航空機）を用いた出来
形管理要領（土工編）」、「無人航空
機搭載型レーザースキャナーを用いた
出来形管理要領（土工編）」、「ＴＳ
を 用 い た 出 来 形 管 理 要 領 （ 土 工
編）」、「ＴＳ（ノンプリズム方式）
を用いた出来形管理要領（土工編）」
または「ＲＴＫ-ＧＮＳＳを用いた出
来形管理要領（土工編）」に基づき出
来形管理を面管理で実施する場合、そ
の他本基準に規定する計測精度・計測
密度を満たす計測方法により出来形管
理を実施する場合に適用する。

２．個々の計測値の規格値には計測精
度として±50mmが含まれている。

３．計測は天端面と法面（小段を含
む）の全面とし、全ての点で設計面と
の標高較差を算出する。計測密度は１
点／m2（平面投影面積当たり）以上と
する。

４．法肩、法尻から水平方向に±５cm
以内に存在する計測点は、標高較差の
評価から除く。

５．評価する範囲は、連続する一つの
面とすることを基本とする。規格値が
変わる場合は、評価区間を分割する
か、あるいは規格値の条件の最も厳し
い値を採用する。

天端 標高較差 ±50 ±150 天端 標高較差 ±50 ±150

法面
（小段
含む）

標高較差 ±80 ±190 法面
（小段
含む）

標高較差 ±80 ±190

ℓℓℓ ℓℓℓ

天端

小段

計測密度
平面積 1点／m2

天端部の計測点

法面部の計測点

天端

小段

計測密度
平面積 1点／m2

天端部の計測点

法面部の計測点

D

22＋ｙｘ 22＋ｙｘ22＋ｙｘ 22＋ｙｘ

22＋ｙｘ

ｘ

ｄ

根
入
長

ｙ

22＋ｙｘ

ｘ

ｄ

根
入
長

ｙ

2ｗ

ｗ1

2ｗ

ｗ1



単位：mm 単位：mm

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

±90 ±90
＋40
－15

＋50
－15

±90 ±90
＋40
－15

＋50
－15

-54 -63 -8 -10

-54 -63 -8 -10

3-2-6-7

現行（平成２８年３月） 改定案

厚さあるい
は標高較差

条 枝番 工　　　　　種編 章 節
改定理由

測定項目

規　格　値

測　　定　　基　　準 測　　定　　箇　　所
個々の測定値

（Ｘ）
10個の測定値
の平均(X10)

個々の測定値
（Ｘ）

10個の測定値
の平均(X10)
＊面管理の場
合は平均測定

値の平均

測　　定　　基　　準 測　　定　　箇　　所 摘　要摘　要 編 章 節 条 工　　　　　種 測定項目

規　格　値

枝番

ICT舗装に対応アスファルト舗装工

（下層路盤工）

（面管理の場合）

基準高▽

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

６
一
般
舗
装
工

７ １ １．３次元データによる出来形管理に
おいて「地上型レーザースキャナーを
用いた出来形管理要領（舗装工事
編）」に基づき出来形管理を実施する
場合、その他本基準に規定する計測精
度・計測密度を満たす計測方法により
出来形管理を実施する場合に適用す
る。

２．個々の計測値の規格値には計測精
度として±10mmが含まれている。

３．計測は設計幅員の内側全面とし、
全ての点で標高値を算出する。計測密
度は１点／m2（平面投影面積当たり）
以上とする。

４．厚さは、直下層の標高値と当該層
の標高値との差で算出する。

５．厚さを標高較差として評価する場
合は、直下層の目標高さ＋直下層の標
高較差平均値＋設計厚さから求まる高
さとの差とする。この場合、基準高の
評価は省略する。

工事規模の考え方
中規模以上の工事とは、管理図等を

描いた上での管理が可能な工事をい
い、舗装施工面積が10,000m2以上ある
いは使用する基層および表層用混合物
の総使用量が、3,000ｔ以上の場合が
該当する。

小規模工事とは、中規模以上の工事
より規模は小さいものの、管理結果を
施工管理に反映できる規模の工事をい
い、同一工種の施工が数日連続する場
合で、次のいずれかに該当するものを
いう。
①施工面積で2,000m2以上10,000m2未
満
②使用する基層及び表層用混合物の総
使用量が500t以上3,000t未満

１．３次元データによる出来形管理に
おいて「地上型レーザースキャナーを
用いた出来形管理要領（舗装工事
編）」に基づき出来形管理を実施する
場合、その他本基準に規定する計測精
度・計測密度を満たす計測方法により
出来形管理を実施する場合に適用す
る。

２．個々の計測値の規格値には計測精
度として±10mmが含まれている。

３．計測は設計幅員の内側全面とし、
全ての点で標高値を算出する。計測密
度は１点／m2（平面投影面積当たり）
以上とする。

４．厚さは、直下層の標高値と当該層
の標高値との差で算出する。

５．厚さを標高較差として評価する場
合は、直下層の目標高さ＋直下層の標
高較差平均値＋設計厚さから求まる高
さとの差とする。

工事規模の考え方
中規模以上の工事とは、管理図等を

描いた上での管理が可能な工事をい
い、舗装施工面積が10,000m2以上ある
いは使用する基層および表層用混合物
の総使用量が、3,000ｔ以上の場合が
該当する。

小規模工事とは、中規模以上の工事
より規模は小さいものの、管理結果を
施工管理に反映できる規模の工事をい
い、同一工種の施工が数日連続する場
合で、次のいずれかに該当するものを
いう。
①施工面積で2,000m2以上10,000m2未
満
②使用する基層及び表層用混合物の総
使用量が500t以上3,000t未満

3-2-6-7 ICT舗装に対応アスファルト舗装工

（上層路盤工）
粒度調整路盤工

（面管理の場合）

厚さあるい
は標高較差

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

６
一
般
舗
装
工

７ ２

工事規模の考え方
中規模以上の工事とは、管理図等を

描いた上での管理が可能な工事をい
い、舗装施工面積が10,000m2以上ある
いは使用する基層および表層用混合物
の総使用量が、3,000ｔ以上の場合が
該当する。

小規模工事とは、中規模以上の工事
より規模は小さいものの、管理結果を
施工管理に反映できる規模の工事をい
い、同一工種の施工が数日連続する場
合で、次のいずれかに該当するものを
いう。
①施工面積で2,000m2以上10,000m2未
満
②使用する基層及び表層用混合物の総
使用量が500t以上3,000t未満

3-2-6-7 ICT舗装に対応３
土
木
工
事
共
通
編

アスファルト舗装工

（上層路盤工）
セメント（石灰）
安定処理工

（面管理の場合）

厚さあるい
は標高較差

１．３次元データによる出来形管理に
おいて「地上型レーザースキャナーを
用いた出来形管理要領（舗装工事
編）」に基づき出来形管理を実施する
場合、その他本基準に規定する計測精
度・計測密度を満たす計測方法により
出来形管理を実施する場合に適用す
る。

２．個々の計測値の規格値には計測精
度として±10mmが含まれている。

３．計測は設計幅員の内側全面とし、
全ての点で標高値を算出する。計測密
度は１点／m2（平面投影面積当たり）
以上とする。

４．厚さは、直下層の標高値と当該層
の標高値との差で算出する。

５．厚さを標高較差として評価する場
合は、直下層の目標高さ＋直下層の標
高較差平均値＋設計厚さから求まる高
さとの差とする。

２
一
般
施
工

６
一
般
舗
装
工

７ ３



単位：mm 単位：mm

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

現行（平成２８年３月） 改定案

条 枝番 工　　　　　種編 章 節
改定理由

測定項目

規　格　値

測　　定　　基　　準 測　　定　　箇　　所
個々の測定値

（Ｘ）
10個の測定値
の平均(X10)

個々の測定値
（Ｘ）

10個の測定値
の平均(X10)
＊面管理の場
合は平均測定

値の平均

測　　定　　基　　準 測　　定　　箇　　所 摘　要摘　要 編 章 節 条 工　　　　　種 測定項目

規　格　値

枝番

-36 -45 -5 -7

-20 -25 -3 -4

-17 -20 -2 -3

ICT舗装に対応２
一
般
施
工

６
一
般
舗
装
工

７ ４ アスファルト舗装工
 
（加熱アスファルト
安定処理工）

（面管理の場合）

厚さあるい
は標高較差

３
土
木
工
事
共
通
編

１．３次元データによる出来形管理に
おいて「地上型レーザースキャナーを
用いた出来形管理要領（舗装工事
編）」に基づき出来形管理を実施する
場合、その他本基準に規定する計測精
度・計測密度を満たす計測方法により
出来形管理を実施する場合に適用す
る。

２．個々の計測値の規格値には計測精
度として±10mmが含まれている。

３．計測は設計幅員の内側全面とし、
全ての点で標高値を算出する。計測密
度は１点／m2（平面投影面積当たり）
以上とする。

４．厚さは、直下層の標高値と当該層
の標高値との差で算出する。

５．厚さを標高較差として評価する場
合は、直下層の目標高さ＋直下層の標
高較差平均値＋設計厚さから求まる高
さとの差とする。

工事規模の考え方
中規模以上の工事とは、管理図等を

描いた上での管理が可能な工事をい
い、舗装施工面積が10,000m2以上ある
いは使用する基層および表層用混合物
の総使用量が、3,000ｔ以上の場合が
該当する。

小規模工事とは、中規模以上の工事
より規模は小さいものの、管理結果を
施工管理に反映できる規模の工事をい
い、同一工種の施工が数日連続する場
合で、次のいずれかに該当するものを
いう。
①施工面積で2,000m2以上10,000m2未
満
②使用する基層及び表層用混合物の総
使用量が500t以上3,000t未満

3-2-6-7

工事規模の考え方
中規模以上の工事とは、管理図等を

描いた上での管理が可能な工事をい
い、舗装施工面積が10,000m2以上ある
いは使用する基層および表層用混合物
の総使用量が、3,000ｔ以上の場合が
該当する。

小規模工事とは、中規模以上の工事
より規模は小さいものの、管理結果を
施工管理に反映できる規模の工事をい
い、同一工種の施工が数日連続する場
合で、次のいずれかに該当するものを
いう。
①施工面積で2,000m2以上10,000m2未
満
②使用する基層及び表層用混合物の総
使

維持工事においては、平坦性の項目
を省略することが出来る。

3-2-6-7 ICT舗装に対応アスファルト舗装工

（基層工）

（面管理の場合）

厚さあるい
は標高較差

１．３次元データによる出来形管理に
おいて「地上型レーザースキャナーを
用いた出来形管理要領（舗装工事
編）」に基づき出来形管理を実施する
場合、その他本基準に規定する計測精
度・計測密度を満たす計測方法により
出来形管理を実施する場合に適用す
る。

２．個々の計測値の規格値には計測精
度として±４mmが含まれている。

３．計測は設計幅員の内側全面とし、
全ての点で標高値を算出する。計測密
度は１点／m2（平面投影面積当たり）
以上とする。

４．厚さは、直下層の標高値と当該層
の標高値との差で算出する。

５．厚さを標高較差として評価する場
合は、直下層の目標高さ＋直下層の標
高較差平均値＋設計厚さから求まる高
さとの差とする。

７ ５２
一
般
施
工

６
一
般
舗
装
工

３
土
木
工
事
共
通
編

１．３次元データによる出来形管理に
おいて「地上型レーザースキャナーを
用いた出来形管理要領（舗装工事
編）」に基づき出来形管理を実施する
場合、その他本基準に規定する計測精
度・計測密度を満たす計測方法により
出来形管理を実施する場合に適用す
る。

２．個々の計測値の規格値には計測精
度として±４mmが含まれている。

３．計測は設計幅員の内側全面とし、
全ての点で標高値を算出する。計測密
度は１点／m2（平面投影面積当たり）
以上とする。

４．厚さは、直下層の標高値と当該層
の標高値との差で算出する。

５．厚さを標高較差として評価する場
合は、直下層の目標高さ＋直下層の標
高較差平均値＋設計厚さから求まる高
さとの差とする。

工事規模の考え方
中規模以上の工事とは、管理図等を

描いた上での管理が可能な工事をい
い、舗装施工面積が10,000m2以上ある
いは使用する基層および表層用混合物
の総使用量が、3,000ｔ以上の場合が
該当する。

小規模工事とは、中規模以上の工事
より規模は小さいものの、管理結果を
施工管理に反映できる規模の工事をい
い、同一工種の施工が数日連続する場
合で、次のいずれかに該当するものを
いう。
①施工面積で2,000m2以上10,000m2未
満
②使用する基層及び表層用混合物の総
使用量が500t以上3,000t未満

維持工事においては、平坦性の項目
を省略することが出来る。

3-2-6-7 ICT舗装に対応２
一
般
施
工

６
一
般
舗
装
工

７ ６ アスファルト舗装工

（表層工）

（面管理の場合）

厚さあるい
は標高較差

平 坦 性 ―

3mﾌﾟﾛﾌｨﾙﾒｰﾀｰ
(σ)2.4mm以下
直読式(足付
き)
(σ)1.75mm以
下

３
土
木
工
事
共
通
編



単位：mm 単位：mm

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

現行（平成２８年３月） 改定案

条 枝番 工　　　　　種編 章 節
改定理由

測定項目

規　格　値

測　　定　　基　　準 測　　定　　箇　　所
個々の測定値

（Ｘ）
10個の測定値
の平均(X10)

個々の測定値
（Ｘ）

10個の測定値
の平均(X10)
＊面管理の場
合は平均測定

値の平均

測　　定　　基　　準 測　　定　　箇　　所 摘　要摘　要 編 章 節 条 工　　　　　種 測定項目

規　格　値

枝番

±90 ±90
＋40
－15

＋50
－15

±90 ±90
＋40
－15

＋50
－15

-54 -63 -8 -10

-54 -63 -8 -10

ICT舗装に対応１ 半たわみ性舗装工

（下層路盤工）

（面管理の場合）

基準高▽
１．３次元データによる出来形管理に
おいて「地上型レーザースキャナーを
用いた出来形管理要領（舗装工事
編）」に基づき出来形管理を実施する
場合、その他本基準に規定する計測精
度・計測密度を満たす計測方法により
出来形管理を実施する場合に適用す
る。

２．個々の計測値の規格値には計測精
度として±10mmが含まれている。

３．計測は設計幅員の内側全面とし、
全ての点で標高値を算出する。計測密
度は１点／m2（平面投影面積当たり）
以上とする。

４．厚さは、直下層の標高値と当該層
の標高値との差で算出する。

５．厚さを標高較差として評価する場
合は、直下層の目標高さ＋直下層の標
高較差平均値＋設計厚さから求まる高
さとの差とする。この場合、基準高の
評価は省略する。

工事規模の考え方
中規模以上の工事は、管理図等を描

いた上での管理が可能な工事をいい、
基層および表層用混合物の総使用量が
3,000ｔ以上の場合が該当する。

小規模工事とは、中規模以上の工事
より規模は小さいものの、管理結果を
施工管理に反映できる規模の工事をい
い、同一工種の施工が数日連続する場
合が該当する。

3-2-6-8３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

６
一
般
舗
装
工

８

厚さあるい
は標高較差

１．３次元データによる出来形管理に
おいて「地上型レーザースキャナーを
用いた出来形管理要領（舗装工事
編）」に基づき出来形管理を実施する
場合、その他本基準に規定する計測精
度・計測密度を満たす計測方法により
出来形管理を実施する場合に適用す
る。

２．個々の計測値の規格値には計測精
度として±10mmが含まれている。

３．計測は設計幅員の内側全面とし、
全ての点で標高値を算出する。計測密
度は１点／m2（平面投影面積当たり）
以上とする。

４．厚さは、直下層の標高値と当該層
の標高値との差で算出する。

５．厚さを標高較差として評価する場
合は、直下層の目標高さ＋直下層の標
高較差平均値＋設計厚さから求まる高
さとの差とする。

工事規模の考え方
中規模以上の工事は、管理図等を描

いた上での管理が可能な工事をいい、
基層および表層用混合物の総使用量が
3,000ｔ以上の場合が該当する。

小規模工事とは、中規模以上の工事
より規模は小さいものの、管理結果を
施工管理に反映できる規模の工事をい
い、同一工種の施工が数日連続する場
合が該当する。

3-2-6-8 ICT舗装に対応２
一
般
施
工

６
一
般
舗
装
工

８ ２ 半たわみ性舗装工

（上層路盤工）
粒度調整路盤工

（面管理の場合）

厚さあるい
は標高較差

３
土
木
工
事
共
通
編

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

６
一
般
舗
装
工

８ ３ 半たわみ性舗装工
（上層路盤工）

セメント（石灰）安
定処理工

（面管理の場合）

ICT舗装に対応厚さあるい
は標高較差

１．３次元データによる出来形管理に
おいて「地上型レーザースキャナーを
用いた出来形管理要領（舗装工事
編）」に基づき出来形管理を実施する
場合、その他本基準に規定する計測精
度・計測密度を満たす計測方法により
出来形管理を実施する場合に適用す
る。

２．個々の計測値の規格値には計測精
度として±10mmが含まれている。

３．計測は設計幅員の内側全面とし、
全ての点で標高値を算出する。計測密
度は１点／m2（平面投影面積当たり）
以上とする。

４．厚さは、直下層の標高値と当該層
の標高値との差で算出する。

５．厚さを標高較差として評価する場
合は、直下層の目標高さ＋直下層の標
高較差平均値＋設計厚さから求まる高
さとの差とする。

工事規模の考え方
中規模以上の工事は、管理図等を描

いた上での管理が可能な工事をいい、
基層および表層用混合物の総使用量が
3,000ｔ以上の場合が該当する。

小規模工事とは、中規模以上の工事
より規模は小さいものの、管理結果を
施工管理に反映できる規模の工事をい
い、同一工種の施工が数日連続する場
合が該当する。

維持工事においては、平坦性の項目
を省略することが出来る。

3-2-6-8



単位：mm 単位：mm

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

現行（平成２８年３月） 改定案

条 枝番 工　　　　　種編 章 節
改定理由

測定項目

規　格　値

測　　定　　基　　準 測　　定　　箇　　所
個々の測定値

（Ｘ）
10個の測定値
の平均(X10)

個々の測定値
（Ｘ）

10個の測定値
の平均(X10)
＊面管理の場
合は平均測定

値の平均

測　　定　　基　　準 測　　定　　箇　　所 摘　要摘　要 編 章 節 条 工　　　　　種 測定項目

規　格　値

枝番

-36 -45 -5 -7

-20 -25 -3 -4

-17 -20 -2 -3

工事規模の考え方
中規模以上の工事は、管理図等を描

いた上での管理が可能な工事をいい、
基層および表層用混合物の総使用量が
3,000ｔ以上の場合が該当する。

小規模工事とは、中規模以上の工事
より規模は小さいものの、管理結果を
施工管理に反映できる規模の工事をい
い、同一工種の施工が数日連続する場
合が該当する。

維持工事においては、平坦性の項目
を省略することが出来る。

3-2-6-8３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

６
一
般
舗
装
工

８ ４ 半たわみ性舗装工

（加熱アスファルト
安定処理工）

（面管理の場合）

ICT舗装に対応厚さあるい
は標高較差

１．３次元データによる出来形管理に
おいて「地上型レーザースキャナーを
用いた出来形管理要領（舗装工事
編）」に基づき出来形管理を実施する
場合、その他本基準に規定する計測精
度・計測密度を満たす計測方法により
出来形管理を実施する場合に適用す
る。

２．個々の計測値の規格値には計測精
度として±10mmが含まれている。

３．計測は設計幅員の内側全面とし、
全ての点で標高値を算出する。計測密
度は１点／m2（平面投影面積当たり）
以上とする。

４．厚さは、直下層の標高値と当該層
の標高値との差で算出する。

５．厚さを標高較差として評価する場
合は、直下層の目標高さ＋直下層の標
高較差平均値＋設計厚さから求まる高
さとの差とする。

工事規模の考え方
中規模以上の工事は、管理図等を描

いた上での管理が可能な工事をいい、
基層および表層用混合物の総使用量が
3,000ｔ以上の場合が該当する。

小規模工事とは、中規模以上の工事
より規模は小さいものの、管理結果を
施工管理に反映できる規模の工事をい
い、同一工種の施工が数日連続する場
合が該当する。

維持工事においては、平坦性の項目
を省略することが出来る。

3-2-6-8 ICT舗装に対応６
一
般
舗
装
工

８ ５ 半たわみ性舗装工

（基層工）

（面管理の場合）

厚さあるい
は標高較差

１．３次元データによる出来形管理に
おいて「地上型レーザースキャナーを
用いた出来形管理要領（舗装工事
編）」に基づき出来形管理を実施する
場合、その他本基準に規定する計測精
度・計測密度を満たす計測方法により
出来形管理を実施する場合に適用す
る。

２．個々の計測値の規格値には計測精
度として±４mmが含まれている。

３．計測は設計幅員の内側全面とし、
全ての点で標高値を算出する。計測密
度は１点／m2（平面投影面積当たり）
以上とする。

４．厚さは、直下層の標高値と当該層
の標高値との差で算出する。

５．厚さを標高較差として評価する場
合は、直下層の目標高さ＋直下層の標
高較差平均値＋設計厚さから求まる高
さとの差とする。

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

平 坦 性 ―

3mﾌﾟﾛﾌｨﾙﾒｰﾀｰ
(σ)2.4mm以下
直読式(足付
き)
(σ)1.75mm以
下

ICT舗装に対応厚さあるい
は標高較差

１．３次元データによる出来形管理に
おいて「地上型レーザースキャナーを
用いた出来形管理要領（舗装工事
編）」に基づき出来形管理を実施する
場合、その他本基準に規定する計測精
度・計測密度を満たす計測方法により
出来形管理を実施する場合に適用す
る。

２．個々の計測値の規格値には計測精
度として±４mmが含まれている。

３．計測は設計幅員の内側全面とし、
全ての点で標高値を算出する。計測密
度は１点／m2（平面投影面積当たり）
以上とする。

４．厚さは、直下層の標高値と当該層
の標高値との差で算出する。

５．厚さを標高較差として評価する場
合は、直下層の目標高さ＋直下層の標
高較差平均値＋設計厚さから求まる高
さとの差とする。

工事規模の考え方
中規模以上の工事は、管理図等を描

いた上での管理が可能な工事をいい、
基層および表層用混合物の総使用量が
3,000ｔ以上の場合が該当する。

小規模工事とは、中規模以上の工事
より規模は小さいものの、管理結果を
施工管理に反映できる規模の工事をい
い、同一工種の施工が数日連続する場
合が該当する。

維持工事においては、平坦性の項目
を省略することが出来る。

3-2-6-8６ 半たわみ性舗装工

（表層工）

（面管理の場合）

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

６
一
般
舗
装
工

８



単位：mm 単位：mm

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

現行（平成２８年３月） 改定案

条 枝番 工　　　　　種編 章 節
改定理由

測定項目

規　格　値

測　　定　　基　　準 測　　定　　箇　　所
個々の測定値

（Ｘ）
10個の測定値
の平均(X10)

個々の測定値
（Ｘ）

10個の測定値
の平均(X10)
＊面管理の場
合は平均測定

値の平均

測　　定　　基　　準 測　　定　　箇　　所 摘　要摘　要 編 章 節 条 工　　　　　種 測定項目

規　格　値

枝番

±90 ±90
＋40
－15

＋50
－15

±90 ±90
＋40
－15

＋50
－15

-54 -63 -8 -10

-54 -63 -8 -10

厚さあるい
は標高較差

3-2-6-9１ 排水性舗装工

（下層路盤工）

（面管理の場合）

１．３次元データによる出来形管理に
おいて「地上型レーザースキャナーを
用いた出来形管理要領（舗装工事
編）」に基づき出来形管理を実施する
場合、その他本基準に規定する計測精
度・計測密度を満たす計測方法により
出来形管理を実施する場合に適用す
る。

２．個々の計測値の規格値には計測精
度として±10mmが含まれている。

３．計測は設計幅員の内側全面とし、
全ての点で標高値を算出する。計測密
度は１点／m2（平面投影面積当たり）
以上とする。

４．厚さは、直下層の標高値と当該層
の標高値との差で算出する。

５．厚さを標高較差として評価する場
合は、直下層の目標高さ＋直下層の標
高較差平均値＋設計厚さから求まる高
さとの差とする。

工事規模の考え方
中規模以上の工事は、管理図等を描

いた上での管理が可能な工事をいい、
基層および表層用混合物の総使用量が
3,000ｔ以上の場合が該当する。

小規模工事とは、中規模以上の工事
より規模は小さいものの、管理結果を
施工管理に反映できる規模の工事をい
い、同一工種の施工が数日連続する場
合が該当する。

維持工事においては、平坦性の項目
を省略することが出来る。

3-2-6-9 ICT舗装に対応３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

６
一
般
舗
装
工

９ ２ 排水性舗装工

（上層路盤工）
粒度調整路盤工

（面管理の場合）

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

６
一
般
舗
装
工

９ ICT舗装に対応
基準高▽

１．３次元データによる出来形管理に
おいて「地上型レーザースキャナーを
用いた出来形管理要領（舗装工事
編）」に基づき出来形管理を実施する
場合、その他本基準に規定する計測精
度・計測密度を満たす計測方法により
出来形管理を実施する場合に適用す
る。

２．個々の計測値の規格値には計測精
度として±10mmが含まれている。

３．計測は設計幅員の内側全面とし、
全ての点で標高値を算出する。計測密
度は１点／m2（平面投影面積当たり）
以上とする。

４．厚さは、直下層の標高値と当該層
の標高値との差で算出する。

５．厚さを標高較差として評価する場
合は、直下層の目標高さ＋直下層の標
高較差平均値＋設計厚さから求まる高
さとの差とする。この場合、基準高の
評価は省略する。

工事規模の考え方
中規模以上の工事は、管理図等を描

いた上での管理が可能な工事をいい、
基層および表層用混合物の総使用量が
3,000ｔ以上の場合が該当する。

小規模工事とは、中規模以上の工事
より規模は小さいものの、管理結果を
施工管理に反映できる規模の工事をい
い、同一工種の施工が数日連続する場
合が該当する。

維持工事においては、平坦性の項目
を省略することが出来る。

厚さあるい
は標高較差

ICT舗装に対応厚さあるい
は標高較差

１．３次元データによる出来形管理に
おいて「地上型レーザースキャナーを
用いた出来形管理要領（舗装工事
編）」に基づき出来形管理を実施する
場合、その他本基準に規定する計測精
度・計測密度を満たす計測方法により
出来形管理を実施する場合に適用す
る。

２．個々の計測値の規格値には計測精
度として±10mmが含まれている。

３．計測は設計幅員の内側全面とし、
全ての点で標高値を算出する。計測密
度は１点／m2（平面投影面積当たり）
以上とする。

４．厚さは、直下層の標高値と当該層
の標高値との差で算出する。
５．厚さを標高較差として評価する場
合は、直下層の目標高さ＋直下層の標
高較差平均値＋設計厚さから求まる高
さとの差とする。

工事規模の考え方
中規模以上の工事は、管理図等を描

いた上での管理が可能な工事をいい、
基層および表層用混合物の総使用量が
3,000ｔ以上の場合が該当する。

小規模工事とは、中規模以上の工事
より規模は小さいものの、管理結果を
施工管理に反映できる規模の工事をい
い、同一工種の施工が数日連続する場
合が該当する。

維持工事においては、平坦性の項目
を省略することが出来る。

3-2-6-9３ 排水性舗装工

（上層路盤工）
セメント（石灰）安
定処理工

（面管理の場合）

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

６
一
般
舗
装
工

９



単位：mm 単位：mm

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

現行（平成２８年３月） 改定案

条 枝番 工　　　　　種編 章 節
改定理由

測定項目

規　格　値

測　　定　　基　　準 測　　定　　箇　　所
個々の測定値

（Ｘ）
10個の測定値
の平均(X10)

個々の測定値
（Ｘ）

10個の測定値
の平均(X10)
＊面管理の場
合は平均測定

値の平均

測　　定　　基　　準 測　　定　　箇　　所 摘　要摘　要 編 章 節 条 工　　　　　種 測定項目

規　格　値

枝番

-36 -45 -5 -7

-20 -25 -3 -4

-17 -20 -2 -3

ICT舗装に対応

ICT舗装に対応

厚さあるい
は標高較差

１．３次元データによる出来形管理に
おいて「地上型レーザースキャナーを
用いた出来形管理要領（舗装工事
編）」に基づき出来形管理を実施する
場合、その他本基準に規定する計測精
度・計測密度を満たす計測方法により
出来形管理を実施する場合に適用す
る。

２．個々の計測値の規格値には計測精
度として±10mmが含まれている。

３．計測は設計幅員の内側全面とし、
全ての点で標高値を算出する。計測密
度は１点／m2（平面投影面積当たり）
以上とする。

４．厚さは、直下層の標高値と当該層
の標高値との差で算出する。

５．厚さを標高較差として評価する場
合は、直下層の目標高さ＋直下層の標
高較差平均値＋設計厚さから求まる高
さとの差とする。

工事規模の考え方
中規模以上の工事は、管理図等を描

いた上での管理が可能な工事をいい、
基層および表層用混合物の総使用量が
3,000ｔ以上の場合が該当する。

小規模工事とは、中規模以上の工事
より規模は小さいものの、管理結果を
施工管理に反映できる規模の工事をい
い、同一工種の施工が数日連続する場
合が該当する。

維持工事においては、平坦性の項目
を省略することが出来る。

3-2-6-9

１．３次元データによる出来形管理に
おいて「地上型レーザースキャナーを
用いた出来形管理要領（舗装工事
編）」に基づき出来形管理を実施する
場合、その他本基準に規定する計測精
度・計測密度を満たす計測方法により
出来形管理を実施する場合に適用す
る。

２．個々の計測値の規格値には計測精
度として±４mmが含まれている。

３．計測は設計幅員の内側全面とし、
全ての点で標高値を算出する。計測密
度は１点／m2（平面投影面積当たり）
以上とする。

４．厚さは、直下層の標高値と当該層
の標高値との差で算出する。

５．厚さを標高較差として評価する場
合は、直下層の目標高さ＋直下層の標
高較差平均値＋設計厚さから求まる高
さとの差とする。

工事規模の考え方
中規模以上の工事は、管理図等を描

いた上での管理が可能な工事をいい、
基層および表層用混合物の総使用量が
3,000ｔ以上の場合が該当する。

小規模工事とは、中規模以上の工事
より規模は小さいものの、管理結果を
施工管理に反映できる規模の工事をい
い、同一工種の施工が数日連続する場
合が該当する。

維持工事においては、平坦性の項目
を省略することが出来る。

3-2-6-9

６
一
般
舗
装
工

９ ４ 排水性舗装工

（加熱アスファルト
安定処理工）

（面管理の場合）

５ 排水性舗装工

（基層工）

（面管理の場合）

厚さあるい
は標高較差

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

６
一
般
舗
装
工

９

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

―

3mﾌﾟﾛﾌｨﾙﾒｰﾀｰ
(σ)2.4mm以下
直読式(足付
き)
(σ)1.75mm以
下

ICT舗装に対応１．３次元データによる出来形管理に
おいて「地上型レーザースキャナーを
用いた出来形管理要領（舗装工事
編）」に基づき出来形管理を実施する
場合、その他本基準に規定する計測精
度・計測密度を満たす計測方法により
出来形管理を実施する場合に適用す
る。

２．個々の計測値の規格値には計測精
度として±４mmが含まれている。

３．計測は設計幅員の内側全面とし、
全ての点で標高値を算出する。計測密
度は１点／m2（平面投影面積当たり）
以上とする。

４．厚さは、直下層の標高値と当該層
の標高値との差で算出する。

５．厚さを標高較差として評価する場
合は、直下層の目標高さ＋直下層の標
高較差平均値＋設計厚さから求まる高
さとの差とする。

工事規模の考え方
中規模以上の工事は、管理図等を描

いた上での管理が可能な工事をいい、
基層および表層用混合物の総使用量が
3,000ｔ以上の場合が該当する。

小規模工事とは、中規模以上の工事
より規模は小さいものの、管理結果を
施工管理に反映できる規模の工事をい
い、同一工種の施工が数日連続する場
合が該当する。

維持工事においては、平坦性の項目
を省略することが出来る。

3-2-6-9６ 排水性舗装工

（表層工）

（面管理の場合）

厚さあるい
は標高較差

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

６
一
般
舗
装
工

９

平 坦 性



単位：mm 単位：mm

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

ｔ＜
15cm

＋90
－70

ｔ≧
15cm

±90

ｔ＜
15cm

＋90
－70

ｔ≧
15cm

±90

基準高▽

＋50
－10

＋50
－15

厚さあるい
は標高較差

＋50
－10

＋50
－15

改定理由
測定項目

規　格　値

測　　定　　基　　準 測　　定　　箇　　所

規　格　値

測　　定　　基　　準 測　　定　　箇　　所 摘　要

現行（平成２８年３月） 改定案

条 枝番 工　　　　　種 工　　　　　種 測定項目編 章 節
個々の測定値

（Ｘ）
平均の測定値

(X10)
個々の測定値

（Ｘ）
測定値の平均

中規模
以上

中規模
以上

摘　要 編 章 節 条 枝番

３
土
木
工
事
共
通
編

１．３次元データによる出来形管理に
おいて「地上型レーザースキャナーを
用いた出来形管理要領（舗装工事
編）」に基づき出来形管理を実施する
場合、その他本基準に規定する計測精
度・計測密度を満たす計測方法により
出来形管理を実施する場合に適用す
る。

２．個々の計測値の規格値には計測精
度として±10mmが含まれている。

３．計測は設計幅員の内側全面とし、
全ての点で標高値を算出する。計測密
度は１点／m2（平面投影面積当たり）
以上とする。

４．厚さは、直下層の標高値と当該層
の標高値との差で算出する。

５．厚さを標高較差として評価する場
合は、直下層の目標高さ＋直下層の標
高較差平均値＋設計厚さから求まる高
さとの差とする。

※歩道舗装に適用する。

工事規模の考え方
中規模以上の工事は、管理図等を描

いた上での管理が可能な工事をいい、
基層および表層用混合物の総使用量が
3,000ｔ以上の場合が該当する。

小規模工事とは、中規模以上の工事
より規模は小さいものの、管理結果を
施工管理に反映できる規模の工事をい
い、同一工種の施工が数日連続する場
合が該当する。

維持工事においては、平坦性の項目
を省略することが出来る。

3-2-6-10 ICT舗装に対応

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

６
一
般
舗
装
工

10 ２ 透水性舗装工

（表層工）

（面管理の場合）

10 １ 透水性舗装工

（路盤工）

（面管理の場合）

２
一
般
施
工

６
一
般
舗
装
工

ICT舗装に対応厚さあるい
は標高較差

-20 -3
１．３次元データによる出来形管理に
おいて「地上型レーザースキャナーを
用いた出来形管理要領（舗装工事
編）」に基づき出来形管理を実施する
場合、その他本基準に規定する計測精
度・計測密度を満たす計測方法により
出来形管理を実施する場合に適用す
る。

２．個々の計測値の規格値には計測精
度として±４mmが含まれている。

３．計測は設計幅員の内側全面とし、
全ての点で標高値を算出する。計測密
度は１点／m2（平面投影面積当たり）
以上とする。

４．厚さは、直下層の標高値と当該層
の標高値との差で算出する。

５．厚さを標高較差として評価する場
合は、直下層の目標高さ＋直下層の標
高較差平均値＋設計厚さから求まる高
さとの差とする。

※歩道舗装に適用する。

工事規模の考え方
中規模以上の工事は、管理図等を描

いた上での管理が可能な工事をいい、
基層および表層用混合物の総使用量が
3,000ｔ以上の場合が該当する。

小規模工事とは、中規模以上の工事
より規模は小さいものの、管理結果を
施工管理に反映できる規模の工事をい
い、同一工種の施工が数日連続する場
合が該当する。

維持工事においては、平坦性の項目
を省略することが出来る。

3-2-6-10



単位：mm 単位：mm

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

-36 -45 -5 -7 ICT舗装に対応

-20 -25 -3 -4 ICT舗装に対応

-17 -20 -2 -3 ICT舗装に対応

改定理由

3-2-6-11

平 坦 性 ―

3mﾌﾟﾛﾌｨﾙﾒｰﾀｰ
(σ)2.4mm以下
直読式(足付
き)

改定案

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測定項目

規　格　値

測　　定　　基　　準 測　　定　　箇　　所 摘　要
個々の測定値

（Ｘ）

10個の測定値
の平均(X10)

*面管理の場合
は測定値の平

均

現行（平成２８年３月）

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測定項目

規　格　値

測　　定　　基　　準 測　　定　　箇　　所 摘　要
個々の測定値

（Ｘ）
10個の測定値
の平均(X10)

厚さあるい
は標高較差

１．３次元データによる出来形管理に
おいて「地上型レーザースキャナーを
用いた出来形管理要領（舗装工事
編）」に基づき出来形管理を実施する
場合、その他本基準に規定する計測精
度・計測密度を満たす計測方法により
出来形管理を実施する場合に適用す
る。

２．個々の計測値の規格値には計測精
度として±10mmが含まれている。

３．計測は設計幅員の内側全面とし、
全ての点で標高値を算出する。計測密
度は１点／m2（平面投影面積当たり）
以上とする。

４．厚さは、直下層の標高値と当該層
の標高値との差で算出する。

５．厚さを標高較差として評価する場
合は、直下層の目標高さ＋直下層の標
高較差平均値＋設計厚さから求まる高
さとの差とする。

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

６
一
般
舗
装
工

11 １ グースアスファルト
舗装工

（加熱アスファルト
安定処理工）

（面管理の場合）

工事規模の考え方
 中規模以上の工事は、管理図等を描
いた上での管理が可能な工事をいい、
基層および表層用混合物の総使用量が
3,000ｔ以上の場合が該当する。
　小規模工事とは、中規模以上の工事
より規模は小さいものの、管理結果を
施工管理に反映できる規模の工事をい
い、同一工種の施工が数日連続する場
合が該当する。

 維持工事においては、平坦性の項目
を省略することが出来る。

3-2-6-11

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

６
一
般
舗
装
工

11 ２ グースアスファルト
舗装工

（基層工）

（面管理の場合）

厚さあるい
は標高較差

１．３次元データによる出来形管理に
おいて「地上型レーザースキャナーを
用いた出来形管理要領（舗装工事
編）」に基づき出来形管理を実施する
場合、その他本基準に規定する計測精
度・計測密度を満たす計測方法により
出来形管理を実施する場合に適用す
る。
２．個々の計測値の規格値には計測精
度として±４mmが含まれている。
３．計測は設計幅員の内側全面とし、
全ての点で標高値を算出する。計測密
度は１点／m2（平面投影面積当たり）
以上とする。
４．厚さは、直下層の標高値と当該層
の標高値との差で算出する。
５．厚さを標高較差として評価する場
合は、直下層の目標高さ＋直下層の標
高較差平均値＋設計厚さから求まる高
さとのの差とする。

工事規模の考え方
 中規模以上の工事は、管理図等を描
いた上での管理が可能な工事をいい、
基層および表層用混合物の総使用量が
3,000ｔ以上の場合が該当する。
　小規模工事とは、中規模以上の工事
より規模は小さいものの、管理結果を
施工管理に反映できる規模の工事をい
い、同一工種の施工が数日連続する場
合が該当する。

 維持工事においては、平坦性の項目
を省略することが出来る。

3-2-6-11

１．３次元データによる出来形管理に
おいて「地上型レーザースキャナーを
用いた出来形管理要領（舗装工事
編）」に基づき出来形管理を実施する
場合、その他本基準に規定する計測精
度・計測密度を満たす計測方法により
出来形管理を実施する場合に適用す
る。
２．個々の計測値の規格値には計測精
度として±４mmが含まれている。
３．計測は設計幅員の内側全面とし、
全ての点で標高値を算出する。計測密
度は１点／m2（平面投影面積当たり）
以上とする。
４．厚さは、直下層の標高値と当該層
の標高値との差で算出する。
５．厚さを標高較差として評価する場
合は、直下層の目標高さ＋直下層の標
高較差平均値＋設計厚さから求まる高
さとのの差とする。

工事規模の考え方
中規模以上の工事は、管理図等を描

いた上での管理が可能な工事をいい、
基層および表層用混合物の総使用量が
3,000ｔ以上の場合が該当する。

小規模工事とは、中規模以上の工事
より規模は小さいものの、管理結果を
施工管理に反映できる規模の工事をい
い、同一工種の施工が数日連続する場
合が該当する。

維持工事においては、平坦性の項目
を省略することが出来る。

厚さあるい
は標高較差

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

６
一
般
舗
装
工

11 ３ グースアスファルト
舗装工

（表層工）

（面管理の場合）



単位：mm 単位：mm

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

改定理由

改定案

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測定項目

規　格　値

測　　定　　基　　準 測　　定　　箇　　所 摘　要
個々の測定値

（Ｘ）

10個の測定値
の平均(X10)

*面管理の場合
は測定値の平

均

現行（平成２８年３月）

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測定項目

規　格　値

測　　定　　基　　準 測　　定　　箇　　所 摘　要
個々の測定値

（Ｘ）
10個の測定値
の平均(X10)

±40 ±50 ±40 ±50

－25 －30 －25 －30

幅 －50 ―

厚　　さ －8
幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割とし、
厚さは、各車線200ｍ毎に１ヶ所を掘
り起こして測定。

3-2-6-12

幅 －50 ―

施工実績が多い連続鉄筋コンクリー
ト（スリップフォーム工法）に対応厚　　さ －10 －3.5

厚さは各車線の中心付近で型枠据付後
各車線200ｍ毎に水糸又はレベルによ
り１測線当たり横断方向に３ヶ所以上
測定、幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割
で測定。平坦性は各車線毎に版縁から
１ｍの線上、全延長とする。なお、ス
リップフォーム工法の場合は、厚さ管
理に関し、打設前に各車線の中心付近
で各車線200ｍ毎に水糸又はレベルに
より１測線当たり横断方向に３ヶ所以
上路盤の基準高を測定し、測定打設後
に各車線200m毎に両側の版端を測定す
る。

工事規模の考え方
中規模とは、１層あたりの施工面積

が2,000㎡以上とする。
小規模とは、表層及び基層の加熱ア

スファルト混合物の総使用量が500ｔ
未満あるいは施工面積が2,000㎡未
満。

厚さは、個々の測定値が10個に９個
以上の割合で規格値を満足しなければ
ならないとともに、10個の測定値の平
均値（Ｘ10）について満足しなければ
ならない。ただし、厚さのデータ数が
10個未満の場合は測定値の平均値は適
用しない。

維持工事においては、平坦性の項目
を省略することが出来る。

3-2-6-12

幅 －25 ―

平 坦 性 ―

コンクリート
の硬化後
3mプロフィル
メータ－によ
り機械舗設の
場合
(σ)2.4mm以下
人力舗設の場
合(σ)3mm以下

目地段差 ±2
隣接する各目地に対して、道路中心線
及び端部で測定。

基準高▽ ―
基準高は、延長40ｍ毎に１ヶ所の割と
し、道路中心線及び端部で測定。厚さ
は、各車線200ｍ毎に１ヶ所を掘り起
こして測定。幅は、延長80ｍ毎に１ヶ
所の割に測定。

3-2-6-12

厚　　さ －45 －15

コンクリート舗装工

コンクリート舗装工

（転圧コンクリート
版工）
下層路盤工

コンクリート舗装工

（転圧コンクリート
版工）
粒度調整路盤工

５

６

７

３
土
木
工
事
共
通
編

３
土
木
工
事
共
通
編

３
土
木
工
事
共
通
編

12

12

12

６
一
般
舗
装
工

６
一
般
舗
装
工

６
一
般
舗
装
工

２
一
般
施
工

２
一
般
施
工

２
一
般
施
工

コンクリート舗装工

（転圧コンクリート
版工）
粒度調整路盤工

厚　　さ －8
幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割とし、
厚さは、各車線200ｍ毎に１ヶ所を掘
り起こして測定。

3-2-6-12

幅 －50 ―

幅 －25 ―

平 坦 性 ―

コンクリート
の硬化後
3mプロフィル
メータ－によ
り機械舗設の
場合
(σ)2.4mm以下
人力舗設の場
合(σ)3mm以下

目地段差 ±2

基準高▽ ―
基準高は、延長40ｍ毎に１ヶ所の割と
し、道路中心線及び端部で測定。厚さ
は、各車線200ｍ毎に１ヶ所を掘り起
こして測定。幅は、延長80ｍ毎に１ヶ
所の割に測定。

3-2-6-12

厚　　さ －45 －15

幅 －50 ―

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

６
一
般
舗
装
工

12 ５

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

６
一
般
舗
装
工

12 ６

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

６
一
般
舗
装
工

12 ７

コンクリート舗装工

（コンクリート舗装
版工）

厚　　さ －10 －3.5
厚さは各車線の中心付近で型枠据付後
各車線200ｍ毎に水糸又はレベルによ
り１測線当たり横断方向に３ヶ所以上
測定、幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割
で測定。平坦性は各車線毎に版縁から
１ｍの線上、全延長とする。

工事規模の考え方
中規模とは、１層あたりの施工面積

が2,000㎡以上とする。
小規模とは、表層及び基層の加熱ア

スファルト混合物の総使用量が500ｔ
未満あるいは施工面積が2,000㎡未
満。

厚さは、個々の測定値が10個に９個
以上の割合で規格値を満足しなければ
ならないとともに、10個の測定値の平
均値（Ｘ10）について満足しなければ
ならない。ただし、厚さのデータ数が
10個未満の場合は測定値の平均値は適
用しない。

維持工事においては、平坦性の項目
を省略することが出来る。

隣接する各目地に対して、道路中心線
及び端部で測定。

3-2-6-12

コンクリート舗装工

（転圧コンクリート
版工）
下層路盤工



単位：mm 単位：mm

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要 編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要

1

鋳造費（大型ゴム支承
工）

２１12
工
場
製
作
工

共
通

２
一
般
施
工

３
土
木
工
事
共
通
編

(ｗ,Ｌ,Ｄ)／1000

500＜ｗ,Ｌ,Ｄ
≦1500mm

0～＋1％

1500＜ｗ,Ｌ,Ｄ

改定理由

160＜ｔ

平
面
度

ｗ,Ｌ,Ｄ≦1000mm

1000mm＜ｗ,Ｌ,Ｄ

0～＋15

厚
さ
ｔ

ｔ≦20mm ±0.5

20＜ｔ≦160

道路橋支承便覧に準拠製品全数を測定。
平面度：１個のゴム支承の厚さ（ｔ）
の最大相対誤差

改定案

測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準

幅
ｗ
長
さ
Ｌ
直
径
Ｄ

ｗ,Ｌ,Ｄ≦500 0～＋5

±4

±2.5％

3-2-12-1

0～＋15

幅
ｗ
長
さ
Ｌ
直
径
Ｄ

ｗ,Ｌ,Ｄ≦500 0～＋5

現行（平成２８年３月）

測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準

3-2-12-1２ 鋳造費（大型ゴム支承
工）

平　　面　　度

製品全数を測定。
平面度：１個のゴム支承の厚さ（ｔ）
の最大相対誤差

厚
さ
ｔ

500＜ｗ,Ｌ,Ｄ
≦1500mm

0～＋1％

1500＜ｗ,Ｌ,Ｄ

1

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

12
工
場
製
作
工

共
通

１

ｔ≦20mm ±0.5

20＜ｔ≦160 ±2.5％

160＜ｔ ±4

ｔ

Ｄ

ｗ

Ｌｔ

補強材

ｔ

Ｄ

ｗ

Ｌｔ

補強材

X5AOX5AO



単位：mm 単位：mm

鋼桁等 トラス・アーチ等 鋼桁等 トラス・アーチ等

3-2-12-3 3-2-12-3

3-2-12-3 3-2-12-3

―
両端部及び中心部
を測定。

3-2-12-3

―
両端部及び中心部
を測定。

3-2-12-3

3-2-12-3 3-2-12-3

各主桁について10
～ 12 ｍ 間 隔 を 測
定。

L：主桁の
　支間長（m）

各主構の各格点を
測定。

L：主構の支間長
　（m）

3-2-12-3 各主桁について10
～ 12 ｍ 間 隔 を 測
定。

L：主桁の
　支間長（m）

各主構の各格点を
測定。

L：主構の支間長
　（m）

3-2-12-3

3-2-12-3 3-2-12-3 表現の適正化

各主桁の両端部を
測定。
ｈ：主桁の高さ
　　（mm）

支点及び支間中央
付近を測定。
ｈ：主構の高さ
　　（mm）

3-2-12-3 各主桁の両端部を
測定。
ｈ：主桁の高さ
　　（mm）

支点及び支間中央
付近を測定。
ｈ：主構の高さ
　　（mm）

3-2-12-3

3-2-12-3 3-2-12-3 表現の適正化

改定理由

主桁、主構の鉛直
度
δ（mm）

3＋h／1000

※規格値のL，B，ｈ に代入する数値はｍ単位の数値である。
  ただし、「主桁、主構の鉛直度δ」の規格値のｈに代入する数値はｍｍ単位の数値とする。

±(10＋L／10)
±(10＋Ln／10)

各桁毎に全数測定。
全長　 L（ｍ）
支間長 Ln（ｍ）

改定案

編 枝番 工　　　　　種 測　定　項　目 規　格　値

測　　定　　基　　準

測　　定　　箇　　所 摘　要

主桁、主構の中心
間距離
       Ｂ（ｍ）

±4……   B≦2
±(3＋B／2)
         ……B＞2

各支点及び各支間中央付近を測定。

主構の組立高さ
       ｈ（ｍ）

±5……   h≦5
±(2.5＋h／2)
     ……   h＞5

主桁、主構の通り
       δ（mm）

5＋L／5……
             L≦100
25……  L＞100

最も外側の主桁又は主構について支点
及び支間中央の１点を測定。

L：測線上（m）

主桁、主構のそり
       δ（mm）

－5～＋5……
          　　　 L≦20
－5～＋10……
           20＜L≦40
－5～＋15……
           40＜L≦80
－5～＋25……
          80＜L≦200

主桁、主構の橋端
における出入差
       δ（mm）

±10

どちらか一方の主桁（主構）端を測
定。

現場継手部のすき
間
 δ1，δ2（mm）

±5

主桁、主構の全継手数の1／2を測定。
δ1,δ2のうち大きいもの
なお、設計値が5mm未満の場合は、す
き間の許容範囲の下限値を0mmとす
る。（例：設計値が3mmの場合、すき
間の許容範囲は0mm～8mm）

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

３ １ 桁製作工
（仮組立による検査を
実施する場合）

（シミュレーション仮
組立検査を行う場合）

仮
組
立
精
度

12
工
場
製
作
工

共
通

２
一
般
施
工

12
工
場
製
作
工

共
通

３ １ 桁製作工
（仮組立による検査を
実施する場合）

（シミュレーション仮
組立検査を行う場合）

章 節 条

主桁、主構の橋端
における出入差
       δ（mm）

設計値±10

どちらか一方の主桁（主構）端を測
定。

主桁、主構の鉛直
度
δ（mm）

3＋h／1000

現場継手部のすき
間
 δ1，δ2（mm）

設計値±5

±(10＋L／10)
±(10＋Ln／10)

各桁毎に全数測定。

３
土
木
工
事
共
通
編

仮
組
立
精
度

※規格値のL，B，ｈ に代入する数値はｍ単位の数値である。
  ただし、「主桁、主構の鉛直度δ」の規格値のｈに代入する数値はｍｍ単位の数値とする。

全長　 L（ｍ）
支間長 Ln（ｍ）

主桁、主構の中心
間距離
       Ｂ（ｍ）

±4……   B≦2
±(3＋B／2)
         ……B＞2

各支点及び各支間中央付近を測定。

主構の組立高さ
       ｈ（ｍ）

主桁、主構の全継手数の1／2を測定。
δ1、δ2のうち大きいもの
設計値が5mm以下の場合は、マイナス
側については設計値以上とする。

±5……   h≦5
±(2.5＋h／2)
     ……   h＞5

主桁、主構の通り
       δ（mm）

5＋L／5……
             L≦100
25……  L＞100

最も外側の主桁又は主構について支点
及び支間中央の１点を測定。

L：測線上（m）

主桁、主構のそり
       δ（mm）

－5～＋5……
          　　　 L≦20
－5～＋10……
           20＜L≦40
－5～＋15……
           40＜L≦80
－5～＋25……
          80＜L≦200

現行（平成２８年３月）

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　定　項　目 規　格　値

測　　定　　基　　準

測　　定　　箇　　所 摘　要

L1 L2 L3L

単径間の場合 多径間の場

合 L

Ｌ

主
げ
た

δ

主
桁

δ

主げた
主桁

L1 L2 L3L

単径間の場合 多径間の場

合 L

Ｌ

主
げ
た

δ

主
桁

δ

主げた
主桁

Ｂ

ｈ

δ

Ｌ

ｈδ

δ2

δ1

Ｂ

ｈ

δ

Ｌ

ｈδ

δ2

δ1



単位：mm 単位：mm

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要 編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要

部材 部材

改定理由

±10

ベースプレートの高さ ±10

本 体 の 傾 き ±Ｈ／500

部 材 の 水 平 度
全数を測定。

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

12
工
場
製
作
工

共
通

５ 鋼製伸縮継手製作工

３
10

３
土
木
工
事
共
通
編

製品全数を測定。

部材長ｗ（ｍ） 0～＋30

±2

両端部及び中央部付近を測定。

3-2-12-3桁製作工
（鋼製堰堤製作工（仮
組立時））

堤　　　長　ℓ

3-2-12-5

堤　　　長　Ｌ ±30

±10

堤　　　幅　Ｗ

フィンガーの食い
違い
       δ2（mm）

仮
組
立
時

組合せる伸縮装置
との高さの差
       δ1（mm）

±4

堤　　　幅　ｗ ±10

±30

２
一
般
施
工

改定案

測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準

高　　　さ　Ｈ

12
工
場
製
作
工

共
通

３

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

12
工
場
製
作
工

共
通

５ 鋼製伸縮継手製作工

部材長ｗ（ｍ） 0～＋30

仮
組
立
時

組合せる伸縮装置
との高さの差
       δ1（mm）

設　計　値
±4

フィンガーの食い
違い
       δ2（mm）

±2

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

12
工
場
製
作
工

共
通

３ ３ 桁製作工
（鋼製堰堤製作工（仮
組立時））

部 材 の 水 平 度 10

堤　　　幅　ｗ ±10

高　　　さ　Ｈ ±10

ベースプレートの高さ

現行（平成２８年３月）

測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準

現場実態を踏まえ、鋼製砂防構造物
設計便覧に準拠

鋼道路橋施工便覧に準拠
表現の適正化

3-2-12-3

堤　　　長　Ｌ ±30

堤　　　長　ℓ ±10

堤　　　幅　Ｗ ±30

±10

本 体 の 傾 き ±Ｈ／500

製品全数を測定。 3-2-12-5

両端及び中央部付近を測定。

全数を測定。

ｗ

ｗｗｗ

Ｗ

Ｈ

Ｌ

Ｈ

ｗ

図ｂ
鋼製スリット
ダムＡ型鋼製砂防ダム

図ａ
格子形

ｗ

鋼製スリット
図ｃ

ダムＢ型

Ｈ
Ｈ1

Ｈ2

図ｄ
鋼製Ｌ型
スリットダム

1ｗ

2

ｗ

2

δ1

（実測値）δ

ｗ

2

δ1

（実測値）δ



単位：mm 単位：mm

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要 編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要
改定理由

改定案

測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準

現行（平成２８年３月）

測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準

表現の適正化

表現の適正化

3-2-15-3 ３
土
木
工
事
共
通
編

２
共
通
的
工
種

3-2-15-3 測定高さｈについて、補強土（テー
ルアルメ）壁工法設計・施工マニュ
アルに準拠

延　　　長　Ｌ －200

１施工箇所毎

±50

施工延長40ｍ（測点間隔25ｍの場合は
50ｍ）につき１ヶ所、延長40ｍ（又は
50ｍ）以下のものは１施工箇所につき
２ヶ所。

補強土壁工

（補強土（テールアル
メ）壁工法）
（多数アンカー式補強
土工法）
（ジオテキスタイルを
用いた補強土工法）

基　準　高　▽

15
擁
壁
工

共
通

どちらか一方の主桁（主構）端を測
定。

※主桁、主構の鉛直度
δ（mm）

3＋h／1000

各主桁の両端部を測定。h：主桁・主
構の高さ(mm)

※現場継手部のすき間
δ1,δ2（mm）

±5

※主桁、主構の中心間
距離B(m)

±4……   B≦2
±(3＋B／2)…
　　　　　B＞2

各支点及び各支間中央付近を測定。

※主桁の橋端における
出入差δ（mm）

 ±10

各桁毎に全数測定。 3-2-13

L：主桁・主構の支間長(m)

主桁、主構を全数測定。
L：主桁・主構の支間長(m)

主桁、主構の全継手数の1／2を測定。
δ1,δ2のうち大きいもの
なお、設計値が5mm未満の場合は、す
き間の許容範囲の下限値を0mmとす
る。（例：設計値が3mmの場合、すき
間の許容範囲は0mm～8mm）

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

13
橋
梁
架
設
工

架設工（鋼橋）

（クレーン架設）
（ケーブルクレーン架
設）
（ケーブルエレクショ
ン架設）
（架設桁架設）
（送出し架設）
（トラベラークレーン
架設）

全  長Ｌ （ｍ）
支間長Ｌn（ｍ）

±(20＋L／5)
±(20＋Ln／5)

通　り　δ（ｍｍ） ±(10＋2L／5)

そ　り　δ（ｍｍ） ±(25＋L／2)

３

※は仮組立検査を実施しない工事に適
用。

－100

鉛　直　度　△
±0.03ｈかつ
±300以内

控　え　長　さ 設計値以上

高
さ
ｈ

ｈ＜3ｍ －50

ｈ≧3ｍ

※規格値のL，Bに代入する数値はｍ単位の数値である。
  ただし、「主げた、主構の鉛直度δ」の規格値のhに代入する数値はｍｍ単位の数値とする。

３
土
木
工
事
共
通
編

２
共
通
的
工
種

15
擁
壁
工

共
通

３ 補強土壁工

（補強土（テールアル
メ）壁工法）
（多数アンカー式補強
土工法）
（ジオテキスタイルを
用いた補強土工法）

基　準　高　▽ ±50

施工延長40ｍ（測点間隔25ｍの場合は
50ｍ）につき１ヶ所、延長40ｍ（又は
50ｍ）以下のものは１施工箇所につき
２ヶ所。

高
さ
ｈ

ｈ＜3ｍ －50

ｈ≧3ｍ －100

鉛　直　度　△
±0.03ｈかつ
±300以内

控　え　長　さ 設計値以上

延　　　長　Ｌ －200

１施工箇所毎

３
土
木
工
事
共
通
編

２
一
般
施
工

13
橋
梁
架
設
工

架設工（鋼橋）

（クレーン架設）
（ケーブルクレーン架
設）
（ケーブルエレクショ
ン架設）
（架設桁架設）
（送出し架設）
（トラベラークレーン
架設）

全  長Ｌ （ｍ）
支間長Ｌn（ｍ）

±(20＋L／5)
±(20＋Ln／5)

※規格値のL，Bに代入する数値はｍ単位の数値である。
  ただし、「主げた、主構の鉛直度δ」の規格値のhに代入する数値はｍｍ単位の数値とする。

3-2-13

通　り　δ（ｍｍ） ±(10＋2L／5)

L：主桁・主構の支間長(m)

そ　り　δ（ｍｍ） ±(25＋L／2)

主桁、主構を全数測定。
L：主桁・主構の支間長(m)

※主桁、主構の中心間
距離B(m)

±4……   B≦2
±(3＋B／2)…
　　　　　B＞2

各支点及び各支間中央付近を測定。

※主桁の橋端における
出入差δ（mm）

設計値 ±10

どちらか一方の主桁（主構）端を測
定。

※主桁、主構の鉛直度
δ（mm）

各桁毎に全数測定。

3＋h／1000

各主桁の両端部を測定。h：主桁・主
構の高さ(mm)

※現場継手部のすき間
δ1,δ2（mm）

設計値 ±5

主桁、主構の全継手数の1／2を測定。
δ1,δ2のうち大きいもの
設計値が5mm以下の場合は、マイナス
側については設計値以上とする。

※は仮組立検査を実施しない工事に適
用。

δ

主げた主桁

δ

主げた主桁

Ｌ

主
げ
た

δ

主
桁

Ｌ

主
げ
た

δ

主
桁

L1 L2 L3L

単径間の場合 多径間の場

合 L

L1 L2 L3L

単径間の場合 多径間の場

合 L

ｈ

Δ

ｈ

Δ

δ

Ｌ

Ｂ

ｈδ

δ2

δ1

Ｂ

ｈδ

δ2

δ1

δ

Ｌ



単位：mm 単位：mm

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要 編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要
改定理由

改定案

測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準

現行（平成２８年３月）

測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準

8-1-9-5

堤長 ℓ ±10

堤幅Ｗ ±30

堤幅ｗ ±10

高さＨ ±10

高さh ±10

堤長Ｌ
５ ２ 鋼製堰堤本体工

（透過型）

±50
１
砂
防
堰
堤

８
砂
防
編

９
鋼
製
堰
堤
工

堤幅ｗ　 格・Ａ・Ｂ
　　　　 ・Ｌ

±10

±10

８
砂
防
編

１
砂
防
堰
堤

９
鋼
製
堰
堤
工

５ ２ 鋼製堰堤本体工

（透過型）

堤長Ｌ　 格

高さＨ　 格・Ａ・Ｂ
　　　　 ・Ｌ

現場実態を踏まえ、鋼製砂防構造物
設計便覧に準拠

図面の寸法表示箇所で測定。8-1-9-5（備考）
格：格子型鋼製砂防ダム
Ａ：鋼製スリットダム　Ａ型
Ｂ：鋼製スリットダム　Ｂ型
Ｌ：鋼製スリットダム　Ｌ型

±50

堤長 ℓ　 格・Ｂ・Ｌ ±10

堤幅Ｗ　 格 ±30

ｗ

ｗｗｗ

Ｗ

Ｈ

Ｌ

Ｈ

ｗ

図ｂ
鋼製スリット
ダムＡ型鋼製砂防ダム

図ａ
格子形

ｗ

鋼製スリット
図ｃ

ダムＢ型

Ｈ
Ｈ1

Ｈ2

図ｄ
鋼製Ｌ型
スリットダム

1ｗ

2

X7AO



単位：mm 単位：mm

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要 編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要
改定理由

－50

胸壁間距離　ℓ ±30

±50

支
承
部
ア
ン
カ
ー

ボ
ル
ト
の
箱
抜
き
規
格
値

計画高 ＋10～－20

平面位置 ±20

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ孔の
鉛直度

1／50以下

改定案

測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準

基　準　高　▽ ±20
橋軸方向の断面寸法は中央及び両端
部、その他は寸法表示箇所。
箱抜き形状の詳細については「道路橋
支承便覧」による。

10-3-6-8

厚　　　さ　ｔ －20

天　端　幅　ｗ1

（橋軸方向）
－10

天　端　幅　ｗ2

（橋軸方向）
－10

敷　　　幅　ｗ3

（橋軸方向）
－50

高　　　さ　ｈ1 －50

胸壁の高さ　ｈ2 －30

天　端　長　ℓ1 －50

10
道
路
編

敷　　　長　ℓ2

図示（中心線）を明瞭化３
橋
梁
下
部

６
橋
台
工

橋台躯体工

支 間 長 及 び
中心線の変位

現行（平成２８年３月）

測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準

８

1／50以下

橋台躯体工
基　準　高　▽ ±20

10
道
路
編

３
橋
梁
下
部

６
橋
台
工

８

支
承
部
ア
ン
カ
ー

ボ
ル
ト
の
箱
抜
き
規
格
値

計画高 ＋10～－20

平面位置 ±20

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ孔の
鉛直度

胸壁の高さ　ｈ2 －30

天　端　長　ℓ1 －50

敷　　　長　ℓ2 －50

天　端　幅　ｗ2

（橋軸方向）
－10

敷　　　幅　ｗ3

（橋軸方向）
－50

高　　　さ　ｈ1 －50

胸壁間距離　ℓ

橋軸方向の断面寸法は中央及び両端
部、その他は寸法表示箇所。
箱抜き形状の詳細については「道路橋
支承便覧」による。

10-3-6-8

厚　　　さ　ｔ －20

天　端　幅　ｗ1

（橋軸方向）
－10

±30

支 間 長 及 び
中心線の変位

±50

ℓ ℓ

中心線の変位

（ａ１：橋軸直角方向）

（ａ２：橋軸方向）

2ｗ ｗ1

ｗ3 ｗ3

2ｗ ｗ1

ｔ

ｔ
ｔ

2ｈ

ｈ1

2ｈ

ｗ3 ｗ3

ｈ1
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2ｈ
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ｈ1
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ｔ

ｔ
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支間長

胸壁間距離



単位：mm 単位：mm

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要 編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要
改定理由

改定案

測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準

現行（平成２８年３月）

測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準

±20
橋軸方向の断面寸法は中央及び両端
部、その他は寸法表示箇所。

10-3-8-10

橋脚中心間距離　ℓ ±30

支 間 長 及 び
中心線の変位

±50

橋軸方向の断面寸法は中央及び両端
部、その他は寸法表示箇所。
箱抜き形状の詳細については「道路橋
支承便覧」による。

10-3-7-9

厚　　　さ　ｔ －20

天　端　幅　ｗ1 －20

敷　　　幅　ｗ2 －20

高　　　さ　ｈ －50

長　　　さ　ℓ －20

橋脚中心間距離　ℓ ±30

支 間 長 及 び
中心線の変位

±50

支
承
部
ア
ン
カ
ー

ボ
ル
ト
の

箱
抜
き
規
格
値

計画高 ＋10～－20

平面位置 ±20

＋10～－20

平面位置 ±20

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ孔の
鉛直度

1／50以下

基　準　高　▽ ±20

1／50以下

基　準　高　▽ ±20
橋軸方向の断面寸法は中央及び両端
部、その他は寸法表示箇所。
箱抜き形状の詳細については「道路橋
支承便覧」による。

10-3-7-9

厚　　　さ　ｔ －20

天　端　幅　ｗ1
（橋軸方向）

－20

敷　　　幅　ｗ2
（橋軸方向）

－50

高　　　さ　ｈ －50

天　端　長　ℓ1 －50

敷　　　長　ℓ2 －50

橋脚中心間距離　ℓ ±30

支 間 長 及 び
中心線の変位

±50

支
承
部
ア
ン
カ
ー

ボ
ル
ト
の
箱
抜
き
規
格
値

10
道
路
編

10
道
路
編

10
道
路
編

計画高

１

２

１
基　準　高　▽

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ孔の
鉛直度

図示（中心線）を明瞭化３
橋
梁
下
部

３
橋
梁
下
部

３
橋
梁
下
部

７
Ｒ
Ｃ
橋
脚
工

７
Ｒ
Ｃ
橋
脚
工

８
鋼
製
橋
脚
工

橋脚躯体工

（張出式）
（重力式）
（半重力式）

図示（中心線）を明瞭化

図示（中心線）を明瞭化

９

９

10

橋脚躯体工

（ラーメン式）

橋脚架設工

（Ｉ型・Ｔ型）

±20

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ孔の
鉛直度

1／50以下

橋軸方向の断面寸法は中央及び両端
部、その他は寸法表示箇所。
箱抜き形状の詳細については「道路橋
支承便覧」による。

10-3-7-9

厚　　　さ　ｔ －20

天　端　幅　ｗ1
（橋軸方向）

－20

敷　　　長　ℓ2 －50

橋脚中心間距離　ℓ ±30

支 間 長 及 び
中心線の変位

±50

敷　　　幅　ｗ2
（橋軸方向）

－50

高　　　さ　ｈ －50

天　端　長　ℓ1 －50

10
道
路
編

３
橋
梁
下
部

７
Ｒ
Ｃ
橋
脚
工

９

支
承
部
ア
ン
カ
ー

ボ
ル
ト
の
箱
抜
き
規
格
値

計画高 ＋10～－20

平面位置 ±20

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ孔の
鉛直度

1／50以下

２ 橋脚躯体工

（ラーメン式）

橋脚躯体工

（張出式）
（重力式）
（半重力式）

基　準　高　▽ ±20
10
道
路
編

３
橋
梁
下
部

７
Ｒ
Ｃ
橋
脚
工

９ １

橋脚中心間距離　ℓ

10-3-8-10

橋脚中心間距離　ℓ ±30

支 間 長 及 び
中心線の変位

±50

10-3-7-9

厚　　　さ　ｔ －20

天　端　幅　ｗ1 －20

敷　　　幅　ｗ2 －20

高　　　さ　ｈ －50

長　　　さ　ℓ

基　準　高　▽ ±20
橋軸方向の断面寸法は中央及び両端
部、その他は寸法表示箇所。
箱抜き形状の詳細については「道路橋
支承便覧」による。

－20

±30

支 間 長 及 び
中心線の変位

±50

支
承
部
ア
ン
カ
ー

ボ
ル
ト
の

箱
抜
き
規
格
値

計画高 ＋10～－20

平面位置

10
道
路
編

３
橋
梁
下
部

８
鋼
製
橋
脚
工

10 橋軸方向の断面寸法は中央及び両端
部、その他は寸法表示箇所。

１ 橋脚架設工

（Ｉ型・Ｔ型）

基　準　高　▽ ±20

支間長

橋脚中心間距離　

ℓ

ℓ1

ℓ2

ℓ2

ℓ1

ℓ

ℓ
支間長

橋脚中心間距離　

支間長

橋脚中心間距離　 ℓ

ℓ1

ℓ2

ℓ2

ℓ1

ℓ

ℓ

支間長

橋脚中心間距離　

中心線の変位

（ａ１：橋軸直角方向）

（ａ２：橋軸方向）

中心線の変位

（ａ１：橋軸直角方向）

（ａ２：橋軸方向）

中心線の変位

（ａ１：橋軸直角方向）

（ａ２：橋軸方向）
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ｔ



単位：mm 単位：mm

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要 編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測　　定　　箇　　所 摘　要
改定理由

改定案

測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準

現行（平成２８年３月）

測　定　項　目 規　格　値 測　　定　　基　　準

－20～＋30

高　　　さ　ｈ2 －10～＋20

±20
橋軸方向の断面寸法は中央及び両端
部、その他は寸法表示箇所。

10-3-8-10

橋脚中心間距離　ℓ ±30

支 間 長 及 び
中心線の変位

±50

天　端　幅　ｗ1 －5～＋10
１径間当たり両端と中央部の３ヶ所測
定。

10-4-8-6
10-4-8-7

地　覆　の　幅　ｗ2 －10～＋20

有　効　幅　員　ｗ3 0～＋30

橋梁用防護柵工

橋梁用高欄工

高　　　さ　ｈ1

10
道
路
編

６

７

10
道
路
編

基　準　高　▽
10 ２ 図示（中心線）を明瞭化

施工実績が多いフロリダ型高欄に対
応

３
橋
梁
下
部

４
鋼
橋
上
部

８
鋼
製
橋
脚
工

８
橋
梁
付
属
物
工

橋脚架設工

（門型）

橋軸方向の断面寸法は中央及び両端
部、その他は寸法表示箇所。

３
橋
梁
下
部

８
鋼
製
橋
脚
工

10 ２ 橋脚架設工

（門型）

基　準　高　▽ ±20

幅　　　　　ｗ －5～＋10
１径間当たり両端と中央部の３ヶ所測
定。

10-4-8-6
10-4-8-7

高　　　さ　ｈ －20～＋30

10
道
路
編

４
鋼
橋
上
部

８
橋
梁
付
属
物
工

６

７

橋梁用防護柵工

橋梁用高欄工

10
道
路
編

10-3-8-10

橋脚中心間距離　ℓ ±30

支 間 長 及 び
中心線の変位

±50
中心線の変位

（ａ１：橋軸直角方向）（ａ２：橋軸方向）

ｈ

ｗw1

h1
ｈ

ｗ



単位：mm 単位：mm

改定理由

表現の適正化14
道
路
維
持

４
舗
装
工

５

改定案

編 条 枝番 工　　　　　種 測定項目

規　格　値

摘　要

10-14-4-5

平 坦 性

－9
厚さは40ｍ毎に現舗装高とオーバーレ
イ後の基準高の差で算出する。
測定点は車道中心線、車道端及びその
中心とする。
幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割とし、
延長80ｍ未満の場合は、２ヶ所／施工
箇所とする。
断面状況で、間隔、測点数を変えるこ
とが出来る。

測　　定　　基　　準 測　　定　　箇　　所個々の
測定値
（Ｘ）

平均の
測定値
(X10)

10
道
路
編

厚さ　ｔ
(切削)

厚さは40ｍ毎に「現舗装高と切削後の
基準高の差」「切削後の基準高とオー
バーレイ後の基準高の差」で算出す
る。
測定点は車道中心線、車道端及びその
中心とする。
幅は、延長80ｍ毎に１ヶ所の割とし、
延長80ｍ未満の場合は、２ヶ所／施工
箇所とする。
断面状況で、間隔、測点数を変えるこ
とが出来る。 維持工事においては、平坦性の項目を

省略することが出来る。

切削オーバーレイ工

章 節平均の
測定値
(X10)

幅　　ｗ －25

延長　Ｌ －100

平 坦 性

-7 －2

厚さ　ｔ
(ｵｰﾊﾞｰﾚｲ)

-9

―

3mﾌﾟﾛﾌｨﾙﾒｰﾀｰ
(σ)2.4mm以下
直読式(足付き)
(σ)1.75mm以下

－100 維持工事においては、平坦性の項目を
省略することが出来る。

10
道
路
編

現行（平成２８年３月）

編 章 節 条 枝番 工　　　　　種 測定項目

規　格　値

測　　定　　基　　準 測　　定　　箇　　所 摘　要個々の
測定値
（Ｘ）

―

3mﾌﾟﾛﾌｨﾙﾒｰﾀｰ
(σ)2.4mm以下
直読式(足付き)
(σ)1.75mm以下

14
道
路
維
持

４
舗
装
工

５ 切削オーバーレイ工
厚さ　ｔ

10-14-4-5

幅　　ｗ －25

延長　Ｌ

現舗装　w

t

ＬＣ

現舗装　w

t

ＬＣ
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